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日立市コミュニティ推進協議会会則 

（名称） 

第１条 この協議会は、日立市コミュニティ推進協議会（以下「協議会」という。）という。 

（目的） 

第２条 この協議会は、市内各地域を単位として組織された別表第１に掲げる会（以下「単

会」という。）の連絡、意見の交換及び共同事業の計画の樹立等を行い、住みよいまちづ

くりに寄与することを目的とする。 

（事業） 

第３条 この協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) コミュニティ活動の推進に関すること。 

(2) 各単会の連絡調整に関すること。 

(3) 共同事業の計画立案、実施に関すること。 

(4) 各種機関、団体との連絡提携に関すること。 

(5) その他目的達成に必要な事項 

（組織） 

第４条 この協議会は、各単会の会長をもって構成する。 

（役員） 

第５条 この協議会は、次の役員を置く。 

(1) 会 長  １名 

(2) 副会長  ２名 

(3) 幹 事  若干名 

(4) 監 事  ２名 

（役員の選任） 

第６条 役員は、別に定める日立市コミュニティ推進協議会役員選考委員会において候補

者を選考し、総会において選任する。 

（役員の任務） 

第７条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理す

る。 

３ 幹事は、この協議会の円滑な運営を図る。 

４ 監事は、会計を監査する。 

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は、２年とし再任を妨げない。ただし、会長の再任は１回を限度とす

る。 

２ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（全体会の種別） 

第９条 この協議会の全体会は、総会、定例会長会議及び臨時会長会議の３種とする。 

（全体会の構成） 

第１０条 全体会は、会員をもって構成する。 
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（全体会の権能） 

第１１条 全体会は、この会則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。 

(1) 協議会の事業計画及び予算決算に関すること。 

(2) 会則の変更及び廃止に関すること。 

(3) その他重要な事項 

（全体会の開催） 

第１２条 総会は、毎年度決算終了後２箇月以内に開催する。 

２ 定例会長会議は、年５回開催する。 

３ 臨時会長会議は、会長が必要と認めたときに開催する。 

（全体会の招集） 

第１３条 全体会は、会長が招集する。 

（全体会の議長） 

第１４条 全体会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、総会の議長は出席した会員の

中から選任する。 

（全体会の定足数） 

第１５条 全体会は、会員の２分の１以上の出席がなければ、開会することができない。 

（全体会の議決） 

第１６条 全体会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

（役員会の構成） 

第１７条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。 

（役員会の権能） 

第１８条 役員会は、次の事項を議決する。 

(1) 全体会に付議すべき事項 

(2) その他全体会の議決を要しない会務に関する事項 

（役員会の定足数） 

第１９条 役員会は、監事を除く役員の２分の１以上の出席がなければ、開会することが

できない。 

（役員会の議決） 

第２０条 役員会の議事は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

（経費） 

第２１条 協議会の経費は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

(1) 補助金 

(2) 活動に伴う収入 

(3) その他の収入 

（会計年度及び出納整理期間） 

第２２条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、３月３１日に終わる。なお、翌

年度の４月１日から５月３１日までを出納整理期間とする。 

（事務局） 

第２３条 この協議会の事務を処理するため、日立市生活環境部市民活動課内に事務局を

置く。 
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（委任） 

第２４条 この会則の施行に関し必要な事項は、全体会の議決を経て、会長が別に定める。 

   附 則 

 この会則は、昭和５０年７月１０日から施行する。 

 この会則は、昭和６３年４月 １日から施行する。 

 この会則は、平成 元年４月 １日から施行する。 

 この会則は、平成 ４年４月 １日から施行する。 

 この会則は、平成 ６年４月 １日から施行する。 

 この会則は、平成１０年５月１２日から施行する。 

 この会則は、平成１２年５月１６日から施行する。 

 この会則は、平成１３年５月２２日から施行する。 

 この会則は、平成１５年５月２６日から施行する。 

 この会則は、平成１６年７月２２日から施行する。 

この会則は、平成１８年５月２４日から施行する。 

 

【別表第１】 

№ 単   会   名 

１ 十王地区コミュニティ推進会 

２ 豊浦学区まちづくり推進会 

３ 日高学区市民自治会 

４ 田尻学区コミュニティ推進会 

５ 滑川学区コミュニティ推進会 

６ 宮田学区コミュニティ推進会 

７ 中里学区コミュニティ推進会 

８ 仲町学区コミュニティ推進会 

９ 中小路学区コミュニティ推進会 

10 助川学区コミュニティ推進会 

11 会瀬学区コミュニティ推進会 

12 成沢学区コミュニティ推進会 

13 油縄子学区コミュニティ推進会 

14 諏訪学区コミュニティ推進会 

15 大久保学区コミュニティ推進会 

16 河原子学区コミュニティ推進会 

17 塙山学区住みよいまちをつくる会 

18 大沼学区コミュニティ推進会 

19 金沢学区コミュニティ推進会 

20 水木学区コミュニティ推進会 

21 大みか学区コミュニティ推進会 

22 久慈学区コミュニティ推進会 

23 坂下地区コミュニティ推進会 
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